
基発第 1221006号

平成 18年 12月 21日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略 )

都 道 府 県 労 働 局 長 殿

労災保険における看護料算定基準の一部改正について

労災保険における看護料算定基準については､昭和 62年 3月 12日付け基

発第 132号 ｢労災保険における看護料算定基準 について｣ (最終改正平成 6

年 12月 9目付け基発第 732号)により取 り扱 ってきた ところであるが､上

記通達の一部 を下記のとお り改め､平成 18年 4月 1日以降の看護に係 るもの

か ら適用す ることとしたので､その運用に遺漏 なきを期す るとともに､併せて

傷病労働者､関係医療機 関及び関係看護団体等- の周知徹底 に努められたい｡

記

1 記の 1の (1)中 ｢1の (2)｣を ｢(4)｣に改める｡

2 記の 1の (2)中 ｢調整｣を ｢地域｣に改 める｡

3 記の 2の ｢一般看護及び特別｣ を ｢特別労災付添｣に改める｡

4 記の 2の (2)及び (4)を削除す る｡また､記の 2の (3)及び (5)

を､それぞれ (2)及び (3)に改める

5 本文中 ｢基準看護料｣を ｢看護料｣に改める｡

6 別表 を別紙の とお り改める｡





(参考 :改正後))

労災保険における看護料算定基準について

(昭和 62年 3 月 12日付け基発第 1 3 2号)

改正昭和 63年 5 月 12日付け基発第 3 16号

改正平成 元 年 4 月 28目付け基発第 2 1 8号

改正平成 3 年 5 月 10日付け基発第 3 2 0号

改正平成 4 年 5 月 22日付け基発第 3 0 8号

改正平成 5 年 8 月 5 日付け基発第 5 0 3号

改正平成 6 年 12月 9ノ目付け基発第 7 3 2号

改正平成 18年 12月 21日付け基発第 12210C6号

労災保険における看護料については､昭和 49年 4月 26目付け基発第 223号

により算定 してきた ところであるが､昭和 62年 3月 12日付け基発第 131号に

より労災保険における看護の給付の取扱いを改めたこと､健康保険における看

護の給付の取扱い及び看護料の算定基準が改正 されたこと､関係団体等が示す

看護料 と労災保険における看護料にかい離が生 じ､当該団体等 との看護料に関

する協定の締結が困難になっていること等に鑑み､今般､労災保険における看

護料の算定基準を下記の とお り改め､昭和 62年 4月 1日以降の看護 に係 るも

のから適用することとしたので､これが趣 旨を十分理解の うえ､関係看護団体

等 との看護料に関す る協定の締結に努めるとともに､その運用に遺漏のないよ

う配慮 されたい｡

記

1.支給基準について

(1)各都道府県労働局における看護料の支給にあたっては､別表に定める ｢算

定基準｣ に基づいて各都道府県労働局長 と管内関係者看護団体等 と協定を

締結の うえ支給す るものとする｡なお､親族又は友人による看護 に対す る

看護料は､別表の (4)によることO

(2)看護料の地域 区分については､看護が行われた医療機関の所在地が該当

す る地域区分によるものとす るO また､地域 区分の地域は､一般職 の職員

の給与に関す る法律 (昭和 25年法律第 95号)第 11条の 3に基づき人

事院規則 9-49 (塑塵 手当)に定める支給地域の区分 とす る｡

2.割 増加算について

看護料の加算については､準別労災付添看護 について認めるもの とし､そ

の取扱いは次によるもの とする｡

(1)泊 り込み看護の場合は､看護料の 47%とすること｡

(2)せき髄損傷､ じん肺症及び頭部外傷の患者に対する看護 の場合は､看護

料の 10%増 とす ること｡

(3)親族又は友人による看護については､看護料の加算は認 められないこと｡





基発第 1221007号

平成 18年 12月 21日

厚生労働省労働基準局産 -:.～.i

L

社団法人 日本医師会長 殿

労災保険にお ける看護料算定基準の一部改正について

標記 について､別添によ り都道府県労働局長あて通知いた しましたので､都

道府県医師会及び貴会会員各位に対する周知方､特段の御配意をお願いいた し

ます｡



基発第 1221008号

平成 18年 12月 21日

厚生労働省労働基準局長

財団法人労災保険情報センター理事長殿

労災保険 にお ける看護料算定基準の一部改正 について

標記について､別添 に よ り都道府県労働局長あて通知 しま したので､貴地方

事務所に対す る周知徹底及び点検等に遺漏のないよ うお願い します｡



.:- ∴
■こ

こl

社 団法人 全国民営職業紹介事業協会

会 長 白 井 晋 太 郎 殿

基発第 1221009号

平成 18年 12月 21日

厚生労働省 労働

労災保険における看護料算定基準の一部改定につ いて

労災保険における看護料算定基準につきましては､昭和 62年 3月 12日付

け基発第 132号 (最終改正平成 6年 12月 9目付け基発第 732号)によ り

取 り扱 ってきた ところであ りますが､上記通達の一部 を別添 1のとお り改め､

平成 18年 4月 1日以降の看護 に係 るものか ら適用す ることとし､各都道府県

労働局長あて通知 しま したので､貴会におかれま して も関係 看護団体に周知徹

底方 よろしくお願いいた します｡

なお､労災保険における看護 の給付の取扱いにつきま しては､昭和 62年 3

月 12日付 け基発第 131号 (最終改正平成 18年 12月 21日付け基発第 1

221003号)につ きま して も､併せて別添 2の とお り改 めま したので､参

考 として送付いた します｡


